
★進学、就職等により他の市区町村に転出する場合には、新たな住
所地の選挙人名簿への登録のため、転入・転出の手続をしましょ
う。

★選挙人名簿は、公職選挙法第21条の規定に基づき、18歳以上で
引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている市区町村で登
録されます。


